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緊急事態宣言に伴う臨時休業等について（お知らせ）

かねてより学校運営に，御理解と御協力をいただきありがとうございます。

さて，新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく国から緊急事態宣言が発令されたことに

伴い，市教育委員会からの通知を踏まえ下記の措置をとることになりましたので，御協力をよろ

しくお願いいたします。

記

１ 臨時休業の期間について

令和２年４月２２日（水）～５月６日（水）

（状況によっては，変更する場合もあります）

２ 登校再開について

登校再開は５月７日（木）で，通常どおりの登校になります。

３ 家庭での過ごし方

○ 石けんによる手洗い・うがいをこまめに行い，マスク着用を心がけさせてください。

○ 規則正しい生活を心がけ，十分に休養がとれるようにしてください。人が集まる所には

行かない，不要不急の外出は控えるなど，３密（密閉，密集，密接）に十分気を付けてく

ださい。

○ 毎朝の健康チェックを欠かさず行ってください。児童が高熱が４日以上続く場合は，鹿

児島市南部保健センターまで相談してください。 （０９９－２６８－２３１５）

○ 病院において新型コロナウィルス感染症と診断された場合，速やかに学校へも連絡して

ください。

○ 学校生活における昼休みや放課後の時間帯は，外で軽く運動するなどして体をほぐして

もかまいません。

○ 外で運動するときは，大声を出すなど，近所に迷惑をかけないようにしてください。

４ 休業中の家庭学習について

○ 自主的かつ計画的に学習に取り組むことができるように，学年ごとに示された学習内容

をもとに，家庭学習を進めてください。児童が取り組んだプリント類は，学校再開時に各

学級で振り返りを行いますが，可能な限り保護者の皆様で見届けをお願いします。（○つけ

などをしていただくと助かります）



５ 生徒指導について

○ 全国においては，新型コロナウィルスに感染した人や，その家族などに対して，誤った

情報や認識に基づく偏見・いじめ・ＳＮＳでの心ない書き込みなどが発生していますので

スマートフォン，携帯電話等の適切な使用など情報モラル教育の指導を御家庭でもよろし

くお願いします。

また，休業中の生活の中で，日常生活や学習に困ったことや不安なことがありましたら

相談窓口として，学校の他，鹿児島市教育相談室（２２４－１１７９）や，かごしま教育

ホットライン２４（０１２０－７８３－５７４）などの機関もあります。

６ 特別支援学級等に在籍する障害のある児童の受け入れについて

【対象児童の要件】

・ 障害者サービス等を利用できない。

・ 保護者が仕事を休むことができない。

・ 祖父母や親戚等による見守りができない。

・ 自宅等で一人で過ごすことのできない。

７ 自宅で過ごすことが難しい児童の受け入れについて

【対象児童の要件】

・ 児童クラブで受け入れができない。

・ 小学校下学年（１年生～３年生）

・ 保護者が仕事を休むことができない。

・ 祖父母や親戚等による見守りができない。

・ 小学校４年生以上のきょうだいがいない。

・ 自宅等で一人で過ごすことのできない。

※ 上記の６・７の要件に合う場合は学校に御相談ください。（２６８－７７３１）

※ 連絡が確実に届くよう，まちComiメールの登録をお願いします。ホームページの確認も

随時お願いします。まちComiメール未登録の方は，担任にお知らせください。


